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中国中央企業におけるCSR報告書に関する一考察

―国家電網会社を事例として―

雀洪雷

I はじめに

CSR (Corporate Social Responsibility)報告書を公表している中国中央企業＂は 2006年の

5社から2009年の73社まで急速に増えてきている叫この国内背景について．次の 2点が挙げ

られている。

①中央政府の戦略的政策転換である。

2003年から中国政府が「科学的発展観3)」．「和諧社会」「資源節約型・環境友好型社会構築」

という新たな戦略方針を打ち出したことによって．中国国内各界はこれまでの経済成長至上主

義から経済成長と環境や社会との調和をめざす持続可能な社会構築へと進み始めたのである。

中国社会に適したCSRの導入を模索する研究や実践活動が展開されるようになり， CSR報告書

の急増とその公開もこうした背景で扁揚してきたのである。

②規制当局がCSR報告書の公表を推進してきたことである。

2008年 1月4日．国家資産管理監督委員会（以下．国資委と略する）は中央企業のCSR履行

を規範する「中央企業の社会的責任の履行に関する指導的な意見（以下．「意見」と称する）」

を公布した。その中で．「有条件（社内の準備を整えた）」企業のCSR報告書の定期公表を奨め

1)「中央企業」という用語は． 2003年から中国政府の公文書及びメデイア等で使われ始めたが．その定義は

明文化されていない。そこで本稿では，中国国務院国有資産監督委員会（「国資委」）の公文書である「国

有企業監督委員会の出資者責任を履行する企業リストの公布に関する通知」 (2003年10月21日）に基づき．

中央企業を「中央政府に所属している中国国務院国有資産監督委員会が出資・管理する超大型国有企業（金

融・保険・証券業が含めないこと）である」と定義づけておきたい。

2)鐘・張「中央企業社会責任工作現状与問題研究」． 2010,33ページ。

3)中国共産党第16期中央委員会第 3回全体会議で決定されたのがこの「科学的発展観」である。これは「持

続可能な発展」の中国版である。その内容は人間本位を中核として．全面的な調和のとれた持続可能な社

会の発展を目指すことである。具体的に．①人間本位の発展観（人を重視する） ②全面的な発展観（経済．

社会．政治．文化．生態環境のあらゆる側面の発展） ③調和のとれた発展観（都市と農村．各地域．経済

と社会．人と自然．国内と海外という 5つの分野間発展の調和） ④持続可能な発展観（今後の世代のこと

を配慮する）という 4つの発展観が含まれている。
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ている。この「意見」は強制されるものではないが，規制当局が公表したことの意味は大きく，

中央企業におけるCSR報告書の公表ブームを後押ししたと考えられている。

こうした政府の政策と規制が推進する中，中国中央企業のCSR報告書がどのように変容して

きているのか，政府主導型下のCSR報告の推し進めが企業活動のただの窓飾りになるのか。本

論文では国家電網会社（StateGrid Corporation of China,以下， SGCCと略する）を中国中

央企業の代表的な企業として選択し同社の 5年間のCSR報告書を研究素材として取り上げ，

時系列考察を通して，同社のCSR報告書の変化を明らかにする。政府政策による変化はもとよ

り とりわけ国資委の「意見」が公表してからもたらすCSR報告書の主要な項目の本質的な改

善がどのようにあらわれているのかを意識しつつ，それぞれの項目の変化を分析し， SGCCが

徐々に意識を変化し，ステークホルダーとのコミュニケーションの重要性を認識してきている

歩みをCSR情報の改善によって明示してみたい。そして本研究ではこうしたCSR報告書を

SGCCが開示し，その内容の改善を図っていく背景として，正統性理論にその理論的根拠を求

め，正統性理論を援用することによって， SGCCのCSR報告書の意義と特徴を解明する。

II SGCCおよび政府政策・規制の影響

1. SGCCの概況

2002年の中国電力制度改革「発送分離（発電事業と送電事業の分離）」によって国家電力会

社（前身：中国電力部である）が 5つの発電企業と 2つの送電企業に分割され，その中の 1つ

の送電大型企業として誕生したのがSGCCであった。

SGCCは国資委の直接な管理を受け，中央政府の全額出資によって設立された非上場企業で

ある。主な事業が送電ネットの構築と送電の 2つであり．中国全土の88％以上の地域と10億人

に送電サービスを提供し． 150万人以上の従業員を擁している。 2009年度，同社の売上高が

1,641億ドルに達し．中国企業500社ランキングの 3位4)．フォーチュン・グローバル500の売

上高ランキング15位5) にまで上昇してきている。

2.政策・規制の影響

①政府政策の影響

前述したように中国政府は「科学的発展観」を提起してから「社会主義和諧社会」という

スローガンを打ち出した。中国共産党の第16期第 4回全国人民代表大会において「社会主義和

諧社会を構築できるかどうかは党の執政（政務を執る） 1つの能力である」と．このスローガ

ンが極めて重要な位置につけられた。

4)中国企業連合会・中国企業家協会ホームページ (http://www.cec-ceda.org.cn/2011年4月）より。

5) Fortuneホームページ (http://money.cnn.com/magazines/fortune/2011年3月）より。
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他の企業より先にこの政策に対応したのはSGCCである。 2006年 3月，同社は中国初 6) の

CSR報告書を公表した。その際に，「国家エネルギーの安全および，国家経済成長の支柱であ

る中央企業は重要な経済責任，政治責任と社会責任を負っている”」と述べ，政治責任を社会

責任より強調した形であった。そして， 2005年度のCSR報告書において，履行すべき 10項目の

CSR内容の 1項目として，「党と国家の大局を念頭におき，企業の経済利益と社会利益との調和」

を定めた。その後のCSR報告書では，「政治責任」という言葉がなくなったが，「SGCCが社会

責任を履行することは，科学的発展観の貫きおよび社会主義和諧社会の構築への行動である」

と明記した。

SGCCの最初の『SGCC2005社会責任報告』から『SGCC2009社会責任報告』までの 5年間に

わたって積み重ねられたCSR情報を考察してみるとそこには様々な変化（図表 1)がみられる。

まず全体を概観すれば，図表 1で示したように， 2007年度からGRI(G 3)基準を参照して

CSR報告書を作成するようになった。その背景は海外での企業イメージを変えようとしている

意図にあると考えられる。

実は， 2006年末， SGCCがすでにCSR報告書を公表したにもかかわらず，フォーチュンの

CSRランキングの最後位と不評であった 8)。これに対して，専門家が「英語での情報開示が少

ない」等の報告書の内容・形式に関して指摘しており， SGCCも「わが社は責任を果たしている」

と反論した＼このような評価はSGCCがメデイアに注目され，「和諧社会」への貢献． CSR報

告書の公表との大きなギャップがみられ， さらに「走出去戦略（海外への進出）」を施行しよ

うとするSGCCにとってCSRが重視されなければグローバル競争に参加できなくなってしまう

恐れもある。 2007年から同社のCSR報告書がより一層国際慣行に近づき， GRI(G 3) ガイド

ライン及び上記のランキングの格付け基準AAlOOOを参照して作成し始めた。ガバナンス，ス

テークホルダー・エンゲージメント・メカニズム，第三者監査， GRI指標対照表等新しい項目

が追加され．一気に頁数が増え，内容もかなり充実し，急速に進化を遂げてきたのである。

6)「SGCC2005社会責任報告』が公表される前に．宝山鋼鉄集団会社（集団会社の子会社である宝山鋼鉄株

式有限会社）の「環境報告書」 (2003,2004)があったが． SGCCのCSR報告書は「社会的責任」が名称づ

けられたことや，「この報告書の公表が良いことである」と温家宝総理より肯定的な意見（李， 2010,p.41) 

が表明されたことで，『SGCC2005社会責任報告』は中国初のCSR報告書として中国国内に一般的に認めら

れている。

7) 国有資産監督管理委員会

「国家電網公司首次発布社会責任報告」（http://www.sasac.gov.cn/n1180/index.html 2011年3月）より。

8)網易「財富公布企業社会責任排名．中石油国家電網倒数」

(http:/ lnews.163.com/06/1114/02/ 2 VRSKH01000120GU.html 2011年3月）より。

9)新浪「国家電網質疑財富雑誌排名：我イi]不鋏社会責任感」

(http://finance.sina.com.en/ chanjing/b/20061115/16073081003.shtml 2011年 3月）より。
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図表 1 5年間のCSR報告書変化10)

年度 頁数 目次の内容変化 その他の試み

2005年度 52頁

2006年度 77頁
・社長のあいさつ

•第三者の評価

・ガバナンスとCSR管理

・ステークホルダー・エンゲージメント

•国連の「グローバル・コンパクト」に照らした実践活動
「社会的責任の履行に関する

2007年度 110頁 ・ GRIのパフォーマンス指標対照表
ガイダンス』の制定

・監査報告

・ 2008年オリンピックヘの応援

•読者のアンケート漂

・自社の持続可能な発展戦略

2008年度 107頁
・ステークホルダーの関心事の中核問題およぴ企業側の

対応

・社会的責任の履行の重要な実践活動の特集

・自社の社会的責任観の一貰性

・持続可能な発展戦略の拡充

・環境保全

・省エネ分野における内容の増加

2009年度 96頁 ・ステークホルダーに対する責任の分類および理解 『グリーン発展白書』の公表

・ステークホルダー・エンゲージメントの種類区分・内

容・方式・保障メカニズムの整理

・公益活動に関する原則の提起

•その他の媒介を通じてCSR情報の提供

（出典）『SGCC2005-2009社会責任報告』より作成

②規制の影響

2008年度の報告書において．「意見」の影響が多く反映されており． mでまた詳しく考察する。

ここでは．「意見」はどのような意義があるのか．何を定めたのかを見てみよう。

まず． 2008年の「意見」において中央企業にとってCSR履行の重要な意義が．①科学的発展

観を貫くことを表す行動である．②中央企業への社会要請に満たす，③中央企業の持続可能な

発展を達成する必然な選択である．④中央企業が国際的な経済活動・交流活動に参加できる条

件である．との 4つがあげられている。つまり．中央企業がCSRを取り組むことは政府政策の

支持を表し，社会的要請に応え．中央企業自身の発展及び海外進出を図る手段であることが明

示されたのである。

そして．「意見」は中国企業がCSR履行の主要措置として．①CSR意識の樹立及び深化（第

16項）．②CSR組織およびCSR履行メカニズムの構築（第17項），③CSR報告制度の形成（第18

項）．④企業の国際交流・協力の強化（第19項）．⑤CSR活動に対する党の指導強化（第20項）．

10)図表 1において． 2005年度CSR報告書の内容をペースとし． 目次の変化だけをまとめている。
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図表 2 SGCCのCSR情報変化と規制

CSR措置 具体的な内容 SGCCの報告書 (2008年度ー2009年度）

CSR意識の CSRの重要性を理解し， CSR意識を樹立し，活 ①トップコミットメントでの強調（変化）

樹立及び深 動を重視し． CSR履行を重要な仕事として対応 ②自社のCSR内容の制定およぴ明確（変化）

化 し．いかに責任を達成するかを常に研究する必 ③「従業員規則」開示

要があり従業員の教育を強化し新しい管理 ④企業価値観の確立

理念と方法を創造し，企業価値観と企業文化の ⑤企業文化の形成

形成を努めよう。

CSR組織お CSRをガバナンスに組み入れ， CSRを企業経営 ①ガバナンスにおいて開示

よぴCSR履 戦略に溶け込み． CSRを生産経営のプロセスに ②持続可能な発展戦略の制定（新増加）

行メカニズ 浸透させる。そして， CSRの管理部門を明確に ③全面的責任管理の導入及ぴ実践での指標設

ムの構築 し， CSR指標の制定および完備，条件を整えた 定等（変化）

企業は．業績評価との統合をすべきである。

CSR報告制 CSR報告書の定期的公表， CSR履行の現状，計 ①公表

度の形成 画及び施策の公表．ステークホルダー・ダイア ②CSR内容の履行およぴ次年度の計画等

ログメカニズム．ステークホルダー・エンゲー ③メカニズムの設定・確立

ジメント方式の確立．ステークホルダーの意見 ④ステークホルダーの関心事の開示およぴ

をタイムリーに反応し．自主的にステークホル Q&A形式の開示等（変化）

ダーと社会の監督を受ける。

企業の・国 国内外のCSR履行の先進理念及び成功した経験 ① H本総合研究所の「これでわかるCSR』の中

際の交流・ を研究し， CSR先進企業と比較し，差異を見つ 国語版の出版 (2009年9月）

協力の強化 け．改善する。国際組織との対話及ぴ交流を強 ②『TotalResponsibility Management.I の中

め． CSR国際基準の制定に積極的に参与する。 国語版の出版 (2009年2月）

③「世界知名電力企業社会責任創新実践（世界

有名な電力企業におけるCSRの新たな実践）』

の出版 (2009年10月）

④『企業社会責任指標体系研究 (CSR指標評価

システムに関する研究）』（2009年3月）

⑤!S026000制定への参画

党がCSR活 企業内の党の中核な役割を果たし，党員が率先 ①党員が「特殊党費」を納入し．震災地区に

動に対する してCSRを履行し，組合，共産主義青年団（若 1.05億元を寄付した。

指導の強化 者の団体），婦女組織（女性団体）の役割を十 ②共産主義青年団に所属する従業員がコミュ

分に発揮し， CSR履行のよい社風の形成に努力 ニティ，学校，農村ヘポランティア活動を行う。

しよう。 ③婦女組織が発起した公益プロジェクトを支

持して促進する。

（出典）「中央企業の社会的責任の履行に関する指導的な意見」第16-20項およぴ「SGCC2005-2009社会責任報

告』より作成

の5つを定めた。 SGCCのCSR情報と「意見」条例とを一層詳細に比較したのが図表 2である。

図表 2の情報変化の項目の中から，図表 1 (2008年度の目次に書かれた変化）と合わせ，さ

らに経営者の意識を表すトップの緒言を加えながら， mにおいては，①持続可能な発展戦略，

②全面的責任管理，③ステークホルダー・エンゲージメント，④トップコミットメントという

4項目の時系列比較を行う。またこれからの考察は特に，企業側の認識変化を意識しながら，

SGCCがどういうように情報の伝達を改善したかについて論を進める。
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Ill SGCCのCSR報告情報の改善

1.持続可能な発展戦略の制定および開示内容の充実

2008年では，規制に照らして持続可能な発展戦略を打ち出した11)。2009年では2008年の記述

をかなり整理し， 4頁にわたって持続可能な発展戦略の意味，構成，推進する際に直面してい

るチャンスと危機等を述べ，充実した開示となってきている。そうした主要な点をまとめたの

が図表 3である。

その中で特筆すべきなのは，ステークホルダーとの「良好な関係を築く」ことを強調する記

述である。戦略の達成については，「キーポイントは各ステークホルダーの力を凝集すること

である 12)」と述べ，そして，いかにその力を凝集するのかについては，「ステークホルダー・

エンゲージメント・メカニズムを構築し，ステークホルダーと相互の信頼関係を築き，持続可

能な発展に対する共通認識を形成させ，協力によって…略…最大限に経済・社会・環境の総合

図表 3 持続可能な発展戦略の構成

戦略原貝IJ

自社・業界・社会の持続可
能な発展

(CSR方針との融合）

経済・環境・社会の総合価
値の最大化

（戦略目標との融合）

基本資任・互恵責任・共同
責任・協カ・交流等の実施

(CSR内容の履行）

眠略•目標

（経済・環境・社会の

三者の総合的な価値の

最大化）

戦略重点

送電ネット建設方式変換

(2008年持続可能な発展戦

略の維続：ー特四大、再生
エネルギー等）

会社経営方式変換

（全面的責任管理の導入）

（出典）『SGCC2009社会責任報告』 P.12-15より作成

殿略対策

科学技術の革新

価値観の共通認識

11) この戦略は次の 4つに整理できる。①中国の国情に基づいて「ー特四大」戦略の実施を推進している。

この「一特四大」とは特別高圧送電線による基幹送電ネット整備および4種類エネルギー（火カ・水カ・

原子力，再生可能エネルギー）による電源地帯整備のことである。②送電ネットワークの建設及び送電を

行う活動において持続可能な発展を促す。③電力市場を拡大し，エネルギーの合理化を進展させる。④環

境配慮型，省エネ，高効率の技術を開発する。

12) 『SGCC2009社会責任報告』 12ページ。
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価値を創造する13)」と記載している。このような表現から，同社は2009年度より，ステークホ

ルダーからの信頼を獲得しよう，共通認識の形成を目指そうという前向きの姿勢をうかがえる。

これらの文章と後述される経営者のコミットメントを合わせて読むと同社はコミュニケーシ

ョンに力点においたことがさらに明らかになる。

2.全面的責任管理 (TotalResponsibility Management14)，以下TRMと略する）の理論生

成および実践の試み

①TRMモデル

TRMモデルの中核的概念は「 3C+3T」であらわされており，次にその内容を説明してお

゜
、つこ

a) 3 Cとは， TRMモデルの築かれる理論基盤となる 3つの要素，すなわち，総合的価値

(Comprehensive Value)，協力 (Cooperation)および共通認識 (Consensus)の略称である。

3つの要素の関係を「総合的価値の最大化（目標）を達成するため，共通認識（基礎）及び協

カ（実現メカニズム）が必要不可欠である」というように解釈している。

b) 3 Tとは，図表 4で示されている全員 (TotalStaff) の参加，全プロセス (Total

Processes)への浸透，全側面 (TotalFields)のカバーということを意味している。それぞれ

の意味をさらに説明されたものが図表5である。

TRMモデルの実施プロセスはTQM(Total Quality Management，総合的品質管理）と類

似している。 SGCCでは， PDCA循環を活用して 6つのステップを踏んで現場で行われる。

②TRMの実践

2008年度から2009年度までの 2年間にわたってTRMが省レベルである天津市電力会社，市

レベルである無錫市供電会社（送電会社），県レベルである嘉善県供電局（送電会社）で逐次

的に実施されてきた。

多様な実務活動から得られた主要な成果は「SGCC2009社会責任報告』において紹介された

が，より詳しい情報はSGCCのホームページ，中国CSR専門誌『WTO経済導刊』，電力関係専

門誌『中国電力企業管理』，雑誌『国家電網』等いろいろな媒体を通じて入手できる。ここでは，

『SGCC2009社会責任報告』で取り上げられた情報に同社のホームページにおいて書かれた

説明を若干加えて紹介しておきたい。

13)同上， 12ページ。

14)「TRM」モデルはSandraWaddock & Charles Bodwell (2002. 2004)が提案したモデルである。彼女ら

は「CSRの履行には企業トップの責任だけではなく，全従業員が参加するべきである。社会的責任の管理

は企業システムの全側面．経営活動の全プロセスをカバーするものである。 TRMはTQMと類似し，つまり．

品質管理を行うように社会的責任を管理し，同じようにPDCAの循環によって実現できる」と主張した。
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図表4TRMモデル

率・グリーン・和諧」

日常運営プロセスに融合

サポート機能の有する運営

システム

中核価値観

↓全

長期戦［ラン 1 冒
プラン

↓ 
全面予算

↓ 
業績評価

↓ 
全員の業績

管理
J. I 資産の社会的責任管理システム 1 

全邑 I 全員のCSR制度の遵守 I 
l 企業全体のCSR履行の組織調整メカニズム -

l
 

1
1
1
1
1
1
,
 

（出典）『SGCC2008社会責任報告』 p.33

図表5 3Tの意味

全員参加

●管理者がCSRを履行することを約束する

●全員に向けてCSRを履行する意識の浸透

●全員のCSRを履行する能力の強化

●全員が自主的にCSRの履行活動を行う

● CSRの履行活動をサポートする

全側面カバー

ヽr
● CSR理念に基づいて企業の中核価値観を決める

● CSR理念に基づいて企業戦略を明確にする

● CSRを履行するための組織管理体系の構築

• CSRを履行するためのサポート機能体系の構築

●ステークホルダー・エンゲージメント・メカニズムの楷築

• CSR業績評価体系

ヽ

全プロセスの融合

• CSRを融合する生産・経営システムの構築

● CSRを融合する資産管理システムの構築

● CSRを融合する企業運営メカニズムの構築

（出典）李・肖 (2010, p.119) 
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a)天津市電力会社の実践はTRMモデルの設計，内容の明確化，実施の標準・指標・ステ

ップの制定・確立・改善等があげられ，それによってTRMモデルが構築された。

b)無錫市供電会社の実践によって，「2 （業務執行＋改善）R＝仕事／価値」という，実務活

動にCSR理念を浸透させるスローガンが揚げられた。

公式の左にある「こ」とは，すべての日常活動（業務執行），すべての改善活動の意味合い

であり，「R」とは，責任 (Responsibility)及びもう一度 (Re)のRの略である。一つひとつ

の業務活動をCSR視点で認識させて改善を行い，そして改善された活動をもう一度認識させて

再び改善する。つまり， CSR視点に立って業務活動の再認識・改善活動を繰り返し行うという

意味を表している。

右側に書かれた「仕事／価値」とは，内部視点で企業の日常活動を見るのは従業貝一人ひと

りの「仕事」であり，社会要請に満たせる視点で企業の日常活動を見るのは社会「価値」の創

造になるという意味を示している。

CSRを配慮する現場活動によって，価値を創造し，社会に貢献し， SGCC本社の「内部工作

外部化外部期望内部化（内部で行われた仕事を外部に見せる，外部ステークホルダーの要請

を企業内部化させる）」の要求を実現させる。

c)嘉善県供電局で行われた実践は，特にTRM指標制定への模索を行った。 SGCCが定めた

12項目のCSR内容の中の 8項目に着目して50以上の管理指標を作り出した。さらに， CSR指標

と業績評価と統合させ， CSR内部監査員を設け，モニタリングを行う等の試みをした。

3. ステークホルダー・エンゲージメント開示形式の変化

2007年においてステークホルダー・エンゲージメント・メカニズムの構築にすでに着手した。

しかし， 2007年ではステークホルダーの評価のみを掲載していた。これに対して， 2008年では，

ステークホルダーそれぞれの関心事を洗い出し，企業の各ステークホルダーヘの対応を取り上

げた。 2009年では，ステークホルダー・エンゲージメントの内容・方法・実現を区分してより

明瞭的かつ逐次的に記載した (3年間の対照例として図表 6を参照されたい）。

このような表示形式の変化から， 2008年以来，ステークホルダーとのコミュニケーションが

重要視されてきたことが理解できる。どのようなメカニズムによってステークホルダーが企業

との対話を保障しているのか，ステークホルダーが何に強い関心を持っているのか， どのよう

な要請を優先順位づけたのか，種々の要請にどのように具体的な行動を通じて応えたのか，こ

うした点について． 2007年度から，より丁寧かつわかりやすく読者に伝えるように努力してき

たことを図表6の例で一部を示している。企業はステークホルダーとのコミュニケーション

を確実に行っていることをアピールしていると思われる一方．このような開示によって．企業

の透明性が高められることは確かである。
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図表6 ステークホルダー・エンゲージメント事例
（「三農］5)に奉仕する責任」の例， 2007年ー2009年）

2007年 ステークホルダー評価

●如榔村は、山岳地方の典型的貧困村である，昨年、 SGCCは山の上まで送電ネットを作り、 10軒、上の家庭に無料で電球等を取り付けた。
るくなり、農業機械は動きだし、我々は、我々に明るさと暖かさを持ってくるSGCCに感謝する。

◆僕の村は7月の洪水、土石流、土崩れ等の災害があっても停電してなかった。

●過去には、我々には電気がなくて、食後に眠くなり、本を読もうと思そ
た。現在、電気は自宅で利用でき、 休みの時に大学から家に帰り、同級

2008年 ステークホルダーの関心事とその対応

関心事：殷村の送電していない地域の送電問題

対応

●SGCCは2006年から「Powerfor All」プロジェク
トを始め、サービスエリアを拡大し、 201哨三まで
120万家庭、 450万人への送電を予定している。現
時点まで、 118.6万家庭の送電問題を解決した。

関心事：電力品質の改善、
の送電問題

対応：

♦農村送電ネットの構築、県レベルの送電ネット
の改造および中部・西部農村送電ネットの健全化
に努めている；

♦ リスクの高い顧客のために安全管理を強化し、
電気使用安全宣伝教育によって、安全意識を浸透
させ、現場・家庭肪問等のサービスを行う；

♦殿村送霞ネットの新しい技術を開発し、管理を

関心事：標準化される良いサーピスを提供する問
題

対応：

●窓ロサービスの標蝶化を強化し、特徴ある
サーピスを開発し、殿村電力提供サーピスの「10
条約束」を実現し、農村送電企業のサーピス水準
と管理能力を高める；

2009年 ステークホルダー参画の具体内容・方法・実現システム

梢報伝達 (SGCC⇒三農）

内容： ●法規制による閣示すべき情報 (3つの公開政策、咀気料金情
報、徴収基準等） ●社会から寄せられた要求される情報（電気を
安全に使用する知識、電気節約知識｀事業の拡大による電気枇増
加の申討l手続き等） ●「三農JIこかかわる重要な情報(「Power
for All」プロジェクト、 「家電 F郷Jにかかわるサービスの提供
等）

手段：ウェブサイトで情報の発表；営業所の通知；各メディアで
定期的に披蕗；記者会見；チラシ、冊子、 「連心ガード（宣伝・
速絡冊千）」

実現システム

◆組織強化、
専門の農村送
電管理部門を
設け、段階式
管理の強化

◆情報開示制
度の健全化

諮問・相談（三股⇒SGCC)

内容： ◆股民とその所属団体の意見、クレーム、提案を聞く； ♦ 
農民とその所属団体の要請・期待を把握する； ●顧客満足度等の
調査

手段： 「95598」サービスホットライン；ノンターネットでの
フィートパック楊を設ける；送電安定性・顧客満足度等の調査
；業界調査・研究；特定問題の討議会

（出典）『SGCC2007社会責任報告』 p.85, 『SGCC2008社会責任報告』 p.78

『SGCC2009社会責任報告』 p.56より作成

4. トップコミットメントにおけるコミュニケーションヘの重視

最後に， トップコミットメントを参照して経営者の意識変化を確認していこう。

まず，前述したように，経営者が「科学的発展観・和諧社会」への実現等を引き続き述べて

いるが，「持続可能な発展・ステークホルダーの利益達成・地球環境への配慮」等の国際的な

発言が多くみられるようである。

次に， 2005年ー2007年まで「CSRが重要であり， 日常経営への浸透，戦略との統合等」とい

う少し抽象的な主張より， 2008年と2009年のトップコミットメントは会社の 3年間のCSR実践

を通じて得られた実務成果および成績を多数上げている。

そして，最も目立つようになってきたのはコミュニケーションの重要性に関する記述である。

2008年のCSR報告書では，「ステークホルダーとの交流および協力は自社のCSR管理システム

を推進させ，そして自社の持続可能な発展を実現させるカギである」とコミュニケーションの

重要性を初めて言及し，翌年には「コミュニケーションが信頼を作り，責任が価値を創造する」

15)三農とは，農村経済・農業生産および農民生活の略称である。
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とさらに進展された表現となってきた。コミュニケーション (CSR報告書開示を含む）の遂行

がステークホルダーの信頼を寄せ．コーポレート・レピュテーションの向上につなげることを

意識した経営者の宣言であるといえよう。こうして， SGCC, 経営者の意識変化がCSR情報の

開示を急速に改善させていると考えられる。

『SGCC2009社会責任報告』のトップコミットメントにおいて． CSR報告書の役割について．

「わが社が 5年間にわたってCSR報告書を公表することは． （ステークホルダー）とのコミュニ

ケーションを強め．（持続可能な）発展に対する共通認識を形成させ．（内外部ステークホルダ

ーの）力を集め． 自社と社会との持続的発展を調和・促進するプロセスである 16)」と強調され

た。このような説明から． CSR報告書作成・公表の過程は静的ではなく．動的なプロセスであ

ると理解した考えがうかがえる。つまり． CSR情報が企業組織管理・企業経営・内外部のステ

ークホルダーとの交流および協力等の一連のプロセスによる得られるデータであるため，開示

されるCSR情報の改善によって．情報を生成するそれらのプロセスの再生ができる。 TRMは

まさにその成果であり，新しい管理方式へのチャレンジが最も評価できると考えられる。

SGCCが始めたTRMに対しては学術界からも注目を浴びている。 CSR報告書作成のプロセス

がマネジメント・ツールとして活用されることを図り．それによってCSR経営を企業へ進展さ

せようという研究動向も見られるのである。

5.総括

図表 7 CSR経営フレームワーク

CSR意識への重視

-よニニ玉ー
| 控続豆能な生展戦酪（原則・重点・対策） | 

| 

| I 

戦略原則
戦略重点

●CSR方針を徹底的に貰＜
●送電ネット建設方式の変換

●戦略目標の達成
※自社の経営活動に環境配慮技術を用いる

※経済・環境・社会の総合的価
（戦略対策⇒科学技術の革新）

値の最大化
●経営管理方式の変換

●CSRの履行
※国

※ステ クホル乞一・エンゲー
（戦略対策⇒価値観に対する共通

ジメント・メカニズムにより優先
認識をさせる）

順位を確定し、協力を得て実現す
る

16)括弧内の文章は全文の内容や文脈により．筆者が補足したものである。
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以上． 2008年から開示されたCSR情報の変化．①持続可能な発展戦略におけるステークホル

ダーとの良好関係づくりの強調②CSR情報生成の経営システムの変換，いわゆるTRMモデル

の積極的な導入および実践への模索③ステークホルダー・エンゲージメントの開示形式の詳細

化④トップコミットメントでのコミュニケーション． CSR報告書の機能への意識変化という 4

つの項目の変化を詳しく考察してきたが．これらをCSR経営のフレームワーク構想の下に位置

づけ，図表 7のようにまとめてみた。そして．これらの考察・分析結果を次のように取りあえ

ず簡潔に整理しておこう。

①SGCCのCSR報告書は政府政策の変換によって開示され．開示当初は．どちらかというと．

「政治責任」をやり遂げる要素が大きかった。

②上述の各項目をそれぞれ詳しく分析してきたように． CSR情報を公表しているうちに，経

営者の意識が変化し． CSR報告書のパブリック・リレーションズ機能を認識し始めた。規

制に照らしで情報改善を図ったがその璽点はCSR報告書を通じて，より積極的に動き出

し．企業の価値観が社会に受容され（共通認識の形成）．その上．ステークホルダーの企

業への信頼を向上させることに着目して活動（関係づくり）が行われるようになってきて

いると考えられる。

③上記で詳しく考察された項Hだけではなく．図表 1に書かれた2007年の『社会的責任の履

行に関するガイダンス』 17) の出版． 2009年に新たな取り組みとして『グリーン発展白書』 18)

の開示．図表 2のように国内のCSR関連出版物の発行． IS026000国際標準制定の参加等

の活発な活動もみられた。

N SGCCのCSR報告書におけるアカウンタビリティ

SGCCのCSR報告書の実践が反映しているアカウンタビリティは複雑であり．政府政策・規制の要

素と深くかかわっており．受動的な行動と能動的な行動が錯綜して進化しているように見える。

アカウンタビリティの本質について．薗部は「アカウンタビリティとはエージェントとプリン

シパルの間のパワーバランスを規定するすぐれる政治的な問題であり・・・略•••この権力とアカウ

ンタビリティの交錯とそこから生じる複合的現象こそアカウンタビリティ問題の本質である 191」

17) 『社会的責任の履行に関するガイダンス』においては①CSRに関連する概念 (8つ）が明確に定義され．

②CSRを履行する際の 4つの課題が取り上げられている。またCSR履行の意義．自社が履行すべき責任 (12

項El). CSRを履行する理由とその実施方法などについても言及されている。 90頁に及ぶこのガイダンスが

「同社の目指す方向性を細かく外部に公開している点において評価でき（藤井・新谷． 2008,P.56)」． 世界

的に見ても企業レベルの貨重な試みであり．中国国内企業のCSR報告に重要な刺激を与えたと思われる。

18) 『グリーン発展白書』は環境配慮型企業発展の考え．責任．要点．具体的な行動という 4つの部分から構

成されており． co2の削減H標等が盛り込まれた。

19)國部『社会と環境の会計学』． 1999年． 125ページ。



中国中央企業におけるCSR報告書に関する一考察（雀） 139 

と指摘した。

中国中央企業のアカウンタビリティを説明する際に，アカウンタビリティの難しさがあった

うえ，エージェントとプリンシパルのそれぞれの主体，また，主体間の関係の不明瞭がある実

態は， さらにアカウンタビリティの履行を煩わしくしてしまう。

中央企業は法律上，全国民が所有しており，国民はプリンシパルとなるわけだが，国民が有

する所有権を政府（国家）に譲渡し，さらに政府が国資委に資産の管理を委託している。この

ような関係を次のように表示できる20)0 

①国民（プリンシパル） →政府／国家（エージェント）

②政府／国家（プリンシパル） →国資委（エージェント）

③国資委（プリンシパル） →中央企業（エージェント）

今回考察対象となる中央企業をエージェントとみなし，上記の法律契約をもっと明瞭かつ簡

単に整理すれば，国民（プリンシパル） →政府／国家（一次的エージェント） →国資委（二次

的エージェント） →中央企業（三次的エージェント）となる。アカウンタビリティの履行とは

ちょうどその手順の逆になり，つまり中央企業（三次的エージェント） →国資委（二次的エー

ジェント） →政府／国家（一次的エージェント） →国民（プリンシパル）である。

アカウンタビリティはエージェントが自分を正統化させるように説明する手段である。この

ようなアカウンタビリティを理解する正統性理論21)に基づき， SGCCのCSR報告書の開示およ

び改善を説明すれば，上記のエージェントとプリンシパルとの関係から 2つの側面，すなわち，

①中央企業の国民への正統性説明と②中央企業の政府／国資委への正統性説明と理解できる。

さらに，中国中央企業はミクロ経済における利益追求の一組織でありながら，政府の一機能

部門であり 22)，マクロ経済への参与と調整という役割を果たしている23)。このような中央企業

がその誕生より持っている性質から，①企業としての中央企業と②政府職能部門としての中央

企業という 2つの二重機能に分けることができる。

20)本論文では．取りあえず，所有者の関係から極めて簡単な関係を考えて表示しており．社会契約に基づ

いた中央企業を取り巻くステークホルダーはもちろん本文で表示された国民・政府／国家・国資委だけでは

ない。

21) これは正統性理論 (Legitimacytheory) によって説明することが可能である。正統性の概念が国家およ

ぴ権力の正統性として政治社会学において定義され．研究が行われた。ミクロの観点からの組織正統性に

ついては． Suchmanが「社会的に構築された規範．価値観信念および定義のシステム内で．企業の行為

が望ましく．ふさわしく，適切であると思われる一般的な認識と仮定である (Suchman, 1995, p.574)」

と定義した。正統性理論によれば企業が社会で存在するためには．その社会の行動規範にしたがってい

ることを示さなければならないと解釈される。したがって．正統性理論は企業の情報開示の拡大を促すア

カウンタビリティ履行の背景や動因として捉えられる。

22)王・葛「合法性視角下的国有企業組織制度変遷」， 2009年， 527ページ。

23)李「央業社会責任価値探析」． 2010年， 3Dページ。
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上記のような整理から，少なくとも中央企業のアカウンタビリティは 4象限24) に分けるこ

とができる。本論文は主に中央企業の 2つの機能に注目し， 2つの側面から分析してみる。

①政府の職能部門として政府／国家（または国資委）および国民への正統性説明

SGCCは中央企業が政治責任（政府に対する責任25)）を負い，このような責任は中央企業が

国家意志を表し，他の企業の模範になる責任があると理解できるのであろう。このような理解

に基づき，政府の呼び掛けを率先に答え， CSR報告書の開示という形で表していると考えられ

る。

また，中国共産党は政治の正統性の再構成は「科学的発展観・和諧社会」の構築等の指導理

念で創出しようとしている21}）。「政治責任」を有する中央企業は中央政府政策に全力をあげて

協力するのは当然である。なぜならば，中央企業正統性の一部は政府・国家正統性に求めるか

らである。

②企業として政府および国民への正統性説明

これは社会に対して企業正統性を説明し，アカウンタビリティを履行することであり，中央

企業にとってまだ浅い経験しかない責任である。

正統性理論を用いて中国企業のCSR情報開示を解明しようとした実証研究には 2つのものが

あった。沈・金27) の研究では2002年の「上場企業ガバナンス準澗」が公布されてから， CSR

情報を開示する上場企業の数は増えてくるものの，情報の質は依然として低いことが証明され

た。李28) の実証研究では，法規制という要因はCSR情報の開示に働きかけるが，メデイアの

注目度という要因は開示されるCSR情報の質に強く影響することが明らかにされた。企業正統

性の欠如でメデイアに注目される場合であれば，企業はCSR情報の質を高めていくということ

になる。簡単にまとめれば，企業の外部制度が変化した際，企業は正統性を示すために動きだ

し， CSR情報の開示を行う。しかし，制度の変化はCSR情報の開示という行動を起させるが，

情報の質を向上させることには期待できないのである。正統性の欠如を克服するためには，企

業がCSR情報の本質的な改善を行う。

ここ数年，独占企業である中央企業におけるCSR履行の問題は社会的関心を集めてきた29)0 

数多くの批判の中で，最も代表的なものを列挙してみる。

24) 4象限とは．①企業として国民への正統性説明②企業として政府／国資委への正統性説明，③政府職能

部門として国民への正統性説明，④政府職能部門として政府／国資委への正統性説明であるが． さらに国資

委と政府を分けると．より多くの象限が得られる。

25) 『SGCC2005社会責任報告』， 2ページ。

26)渡辺「現代中国政治体制における正統性原理の再構成」， 2011年． 9 -14ページ。

27)沈・金「我国上市公司社会責任信息披露的現状分析」， 2006年． 84-87ページ。

28)李．『基子合法性和代理衝突的社会責任信息披露動因研究』。

29)常・余「花断行業社会責任的再思考」． 2010年． 111ページ。
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まず，挙げられるのは中国儲備棉管理総会社の巨額損失事件30)，中国航空油料集団会社の投

機取引事件刑華南地域の燃油不足事件32)といった中央企業の不祥事である。これらの事件が

マスコミに大きく取り上げられ，社会に大きな波紋を呼んだ。そして，格差社会・腐敗等の社

会問題につながる顕著になってきた権力集中化，組織の官僚化，収入の分配不均衡，資源の浪

費「権銭交換（腐敗）」等の問題33) や，独占価格，独占利益を確保するための不道徳な行為，

たとえば，帰省のピーク時期における鉄道運賃の一時的値上げ，燃油高値の設定，民営企業の

買収等があるc 前述した実証研究を踏まえ， SGCCがステークホルダーとの関係を重視するよ

うになってきており，自ら積極的にCSR情報の改善を行った理由は中央企業正統性の欠如とい

う危機に直面し，その克服を喫緊の課題として強く意識しているのである。

上記のいずれのアカウンタビリティの履行においても， SGCCがコミュニケーションを重視

し， CSR報告書を通じて正統性を説明するように努めていると考えられる。

v 結びにかえて

以上．本論文では．中国の代表的な中央企業であるSGCCにおける 5年間のCSR報告書を取

り上げてその特徴を考察してきた。まず．①持続可能な発展戦略．②TRM,③ステークホル

ダー・エンゲージメント．④経営者のトップコミットメント．これらの 4項目に焦点を当て詳

細に検討を加え，分析してきた。政府政策の転換および国資委の規制によって． SGCCは．

CSR情報を開示し，改善しながら，徐々に受動的行動から主動的に変容しつつあることを明ら

かにした。すなわち，最初， SGCCのCSR報告書の開示は「政治責任」を達成する要因が大き

かったが，経営者の意識変化の下で，パプリック・リレーションズ的なCSR報告書を通じてス

テークホルダーの信頼を獲得し，共通認識を形成しようという認識を次第に持つようになり，

30) 2003年に．綿の減産と糸の需要急増という影響を受け．中国国内市場における綿の価格が上昇していた。

中央企業である「中国儲備棉管理総会社」は利益を追求するため．高値で海外から綿を大量に購入して買

い占めをし．国内市場には売り惜しみ．大幅値上げを助長した。ところが． 2004年 3月，綿価格の下落に

よって同社の資本金10低元の半分が無くなって．損失を招いた。利益追求のため．同社が中央企業の持つ

マクロ経済調整という役割を機能せず． しかも巨額な損失を国家が負担したという形で終わらせることに

なったこと等について同社は社会から大きな非難を浴ぴた。

31) 中国航空油料集団会社のシンガポール支社は政府が明文で禁止する投機取引を行い． 2004年11月には．

店頭市場の石油デリバテイプ取引による損失が 5億5400万ドルに至った。そして12月に破産保護を申請し

た。この事件は中央企業のコンプライアンス違反．コーポレート・ガバナンスの欠如等のCSR不履行を反

映している。

32) 2005年 8月．広州を中心する中国華南地域で現れる燃油不足事件である。中国市場の85％を占めている

中国石油化工集団・中国石池天然ガス集団の 2つの中央企業はこの事件において「社会的責任の欠如」と

社会から強く批判された。

33)陳『中国企業社会責任建設藍皮書 (2010)』． 2010年． 211ページ。
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CSR報告書のコミュニケーションの役割を活かしている開示となってきている。そして，本論

文では，正統性理論を援用して， SGCCのケースを通じて見られた中国中央企業のCSR報告書

が果たすアカウンタビリティを 2つの側面から説明できると明示した。すなわち，政府職能部

門としての正統性説明，企業としての正統性説明となる。これは中国中央企業のCSR報告書に

備わっている最も大きな特徴である。

SGCCは2009年に39億ドルをかけてフィリピン国家電網から経営権を取得し， 2010年にはブ

ラジルにおいて30年間の経営権を約10億ドルで買った。これから米国やメキシコなどの北米諸

国市場への進出を図っているSGCCは海外においては， まだ新しい企業であり，このような新

設企業の正統性の獲得について， Zimmerman&Zeitz34)は①企業自身を変えること（新しい管

理方式・組織・経営陣の変更等），②PRや広告を使って外部環境を変えること， という 2つの

戦略を提案した。今後， SGCCの海外進出につれて中国国内とは異なるグローバル社会システ

ムの中，正統性獲得・維持の戦略が活発になると予想できる。これによって， CSR情報の質の

さらなる改善が行われ，他方で，企業内部体制も改善できると考えられている。なぜならば，

前文でも言及したが同社の経営者は， CSR報告書作成・公表の過程が静的ではなく動的なプ

ロセスであると理解しているからである。 TRMという新たな管理方式への変換はこのような

理解に基づいたものであろう。こうして，上記のZimmerman&Zeitzの 2つの戦略提案を統合

できる。つまり，開示情報を一層整備させることによって，情報生成の経営各プロセス・企業

組織の再生が期待できるのである。
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